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規　
則

○
老
人
福
祉
法
の
施
行
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

（
五
・
長
寿
社
会
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

○
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の
指
定
等
に

　

関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
六
・
長
寿
社
会
課
）
…
…
…
１

　
　
告　
示

○
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
の
取
消
し
（
一
一
〇
・
税
務

　

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

○
第
五
種
共
同
漁
業
権
遊
漁
規
則
の
変
更
の
認
可
（
一
一
一
・
水
産
漁

　

港
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

　
　
公　
告

○
秋
田
県
こ
ど
も
総
合
支
援
エ
リ
ア
の
（
仮
称
）
療
育
機
関
医
療
・
療

　

育
情
報
シ
ス
テ
ム
調
達
に
つ
い
て
の
企
画
提
案
書
の
提
出
（
障
害
福

　

祉
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
６

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
（
地
域
活
動
支
援

　

室
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
７

○
土
地
改
良
区
の
新
た
な
土
地
改
良
事
業
の
施
行
の
認
可
（
北
秋
田
地

　

域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
８

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分
（
秋
田
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
８

　

老
人
福
祉
法
の
施
行
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

秋
田
県
規
則
第
五
号

　
　
　

老
人
福
祉
法
の
施
行
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

老
人
福
祉
法
の
施
行
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
五
年
秋
田
県
規
則
第
五
十

五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
十
三
号
中
「
、
休
止
又
は
廃
止
」
を
削
り
、
同
項
に
次
の
一
号

を
加
え
る
。

　

十
四　

法
第
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
事
業

の
廃
止
又
は
休
止
の
届
出

　
　
　
附　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

　

介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の
指
定
等
に
関
す

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

秋
田
県
規
則
第
六
号

　
　
　

介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の
指
定
等
に

　
　
　

関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の
指
定
等
に
関
す

る
規
則
（
平
成
十
一
年
秋
田
県
規
則
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
項
第
十
号
中
「
第
九
十
五
条
第
二
項
」
を
「
第
九
十
五
条
第

一
項
又
は
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
第
十
六
号
中
「
第
百
十
五
条
の
十
」
を

「
第
百
十
五
条
の
十
一
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
第
百
十
五
条

の
十
」
を
「
第
百
十
五
条
の
十
一
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
第
八
条
の

二
第
二
項
、
第
九
条
」
を
「
第
九
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号

を
加
え
る
。

　

五　

法
第
百
十
五
条
の
三
十
二
第
二
項
第
一
号
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
る
届
出

　

第
五
条
第
一
項
中
「
第
百
十
五
条
の
七
第
四
項
」
を
「
第
百
十
五
条
の
八

第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
百
十
五
条
の
九
」
を
「
第
百
十
五

条
の
十
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

秋
田
県
告
示
第
百
十
号

　

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
七
百
条
の
六
の

四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の

指
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
秋
田
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年

秋
田
県
規
則
第
十
五
号
）
第
五
十
二
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告

示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

一　

氏
名
又
は
名
称　

三
傳
商
事
株
式
会
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
取
締
役　

佐　

藤　

博　

明

二　

主
た
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
所
在
地　

秋
田
市
新
屋
鳥
木
町
一
番
八

十
一
号

三　

取
消
年
月
日　

平
成
二
十
一
年
三
月
四
日

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
百
十
一
号

　

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
九
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
、
第
五
種
共
同
漁
業
権
遊
漁
規
則
の
変
更
を
認
可
し
た
の

で
、
同
条
第
七
項
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

一　

雄
勝
漁
業
協
同
組
合
内
共
第
一
号
第
五
種
共
同
漁
業
権
遊
漁
規
則
の
変

更

　

㈠　

変
更
に
係
る
遊
漁
規
則
の
名
称
、
漁
業
権
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び

に
漁
業
権
の
免
許
番
号

　
　

⑴　

変
更
に
係
る
遊
漁
規
則
の
名
称

　
　
　
　

雄
勝
漁
業
協
同
組
合
内
共
第
一
号
第
五
種
共
同
漁
業
権
遊
漁
規
則

　
　

⑵　

漁
業
権
者
の
名
称
及
び
住
所

　
　
　
　

雄
勝
漁
業
協
同
組
合

　
　
　
　

湯
沢
市
秋
ノ
宮
桑
沢
十
八
番
地
の
三

　
　

⑶　

漁
業
権
の
免
許
番
号

　
　
　
　

内
共
第
一
号

　

㈡　

変
更
の
内
容

　
　

⑴　

遊
漁
料
の
納
付
場
所

　
　
　
　
　
規　
　
　
　
　
　
則

　
　
　
　
　
告　
　
　
　
　
　
示

変　

更　

後

変　

更　

前

湯
沢
市
秋
ノ
宮
字
桑
沢
十
八
番

地
三

雄
勝
漁
業
協
同
組
合
事
務
所

湯
沢
市
小
野
字
大
山
沢
十
五
番

地鮎
乃
家

湯
沢
市
横
堀
字
白
銀
町
四
十
六

番
地

大
場
商
店

湯
沢
市
秋
ノ
宮
字
山
居
野
十
一

番
地
二
十
八

お
な
じ
み
荘

湯
沢
市
秋
ノ
宮
字
川
島
四
番
地

十
八

兼
子
商
店

湯
沢
市
下
院
内
字
新
馬
場
百
九

十
二
番
地

小
西
芳
郎

湯
沢
市
秋
ノ
宮
字
小
淵
沢
十
四

番
地

小
町
の
国
手
づ
く
り
工
房

湯
沢
市
秋
ノ
宮
字
湯
ノ
岱
七
十

一
番
地

新
五
郎
湯

湯
沢
市
秋
ノ
宮
字
上
ハ
野
三
十

三
番
地
一

菅
仁
商
店

湯
沢
市
秋
ノ
宮
字
大
田
百
八
十

四
番
地

菅
広
酒
店

湯
沢
市
小
野
字
諏
訪
十
五
番
地

二梁
瀬
房
治

湯
沢
市
小
野
字
桐
木
田
百
二
十

七
番
地

ロ
ー
ソ
ン
雄
勝
店

湯
沢
市
秋
ノ
宮
字
桑
沢
十
八
番

地
三

雄
勝
漁
業
協
同
組
合
事
務
所
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㈢　

変
更
後
の
遊
漁
規
則
の
施
行
の
日

　
　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
一
日

二　

角
館
漁
業
協
同
組
合
内
共
第
十
号
第
五
種
共
同
漁
業
権
遊
漁
規
則
の
変

更

　

㈠　

変
更
に
係
る
遊
漁
規
則
の
名
称
、
漁
業
権
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び

に
漁
業
権
の
免
許
番
号

　
　

⑴　

変
更
に
係
る
遊
漁
規
則
の
名
称

　
　
　
　

角
館
漁
業
協
同
組
合
内
共
第
十
号
第
五
種
共
同
漁
業
権
遊
漁
規
則

　
　

⑵　

漁
業
権
者
の
名
称
及
び
住
所

　
　
　
　

角
館
漁
業
協
同
組
合

　
　
　
　

仙
北
市
角
館
町
北
野
六
十
二
の
二

　
　

⑶　

漁
業
権
の
免
許
番
号

　
　
　
　

内
共
第
十
号

　

㈡　

変
更
の
内
容

　
　

⑴　

遊
漁
料
の
納
付
場
所

変　

更　

後

変　

更　

前

湯
沢
市
秋
ノ
宮
字
桑
沢
十
八
番

地
三

雄
勝
漁
業
協
同
組
合
事
務
所

湯
沢
市
小
野
字
大
山
沢
十
五
番

地鮎
乃
家

湯
沢
市
横
堀
字
白
銀
町
四
十
六

番
地

大
場
商
店

湯
沢
市
秋
ノ
宮
字
山
居
野
十
一

番
地
二
十
八

お
な
じ
み
荘

湯
沢
市
秋
ノ
宮
字
川
島
四
番
地

十
八

兼
子
商
店

湯
沢
市
下
院
内
字
新
馬
場
百
九

十
二
番
地

小
西
芳
郎

湯
沢
市
秋
ノ
宮
字
小
淵
沢
十
四

番
地

小
町
の
国
手
づ
く
り
工
房

湯
沢
市
秋
ノ
宮
字
湯
ノ
岱
七
十

一
番
地

新
五
郎
湯

湯
沢
市
秋
ノ
宮
字
上
ハ
野
三
十

三
番
地
一

菅
仁
商
店

湯
沢
市
秋
ノ
宮
字
大
田
百
八
十

四
番
地

菅
広
酒
店

湯
沢
市
小
野
字
諏
訪
十
五
番
地

二梁
瀬
房
治

湯
沢
市
小
野
字
桐
木
田
百
二
十

七
番
地

ロ
ー
ソ
ン
雄
勝
店

湯
沢
市
秋
ノ
宮
字
桑
沢
十
八
番

地
三

雄
勝
漁
業
協
同
組
合
事
務
所

仙
北
市
角
館
町
岩
瀬
字
北
野
六

十
二
の
二

角
館
漁
業
協
同
組
合
事
務
所

仙
北
市
角
館
町
岩
瀬
字
菅
沢
二

十
一
番
地
の
八

村
上
久
夫

仙
北
市
角
館
町
岩
瀬
字
西
野
川

原
七
番
地
の
十
四

民
宿
ワ
タ
ナ
ベ

仙
北
市
角
館
町
岩
瀬
下
夕
野
二

百
七
十
二
番
地

小
野
市
郎

仙
北
市
角
館
町
細
越
十
二
番
地

森
ド
ラ
イ
ブ
イ
ン

仙
北
市
角
館
町
小
勝
田
字
中
川

原
百
三
十
九
番
地
の
八

藤
枝
富
治

仙
北
市
角
館
町
小
勝
田
字
中
川

原
百
二
十
六
番
地
の
三

星
宮
忠
清

仙
北
市
角
館
町
雲
然
碇
百
九
十

番
地
の
一

鈴
木
正
市

仙
北
市
角
館
町
雲
然
碇
前
田
九

十
二
番
地

鈴
木
隆

大
仙
市
下
鶯
野
上
中
嶋
百
九
十

一
番
地

宮
城
商
店

仙
北
市
西
木
町
門
屋
字
屋
敷
田

八
十
三
番
地
の
二

ふ
れ
あ
い
プ
ラ
ザ
ク
リ
オ
ン

仙
北
市
西
木
町
字
大
地
田
六
十

二
番
地

本
庄
商
店

仙
北
市
西
木
町
上
桧
木
内
字
堀

内
四
十
六
番
地
の
一

斉
藤
鮮
魚
店

仙
北
市
西
木
町
上
桧
木
内
字
宮

田
五
十
四
番
地

仙
北
郡
角
館
町
岩
瀬
字
北
野
六

十
二
番
地
の
二

北
仙
漁
業
協
同
組
合
事
務
所

仙
北
郡
角
館
町
岩
瀬
字
菅
沢
二

十
一
番
地
の
八

村
上
久
夫

仙
北
郡
角
館
町
岩
瀬
字
西
野
川

原
七
番
地
の
十
四

民
宿
ワ
タ
ナ
ベ

仙
北
郡
角
館
町
岩
瀬
下
夕
町
二

百
七
十
八
番
地

小
野
市
郎

仙
北
郡
角
館
町
七
日
町
八
番
地

荒
川
釣
具
店

仙
北
郡
角
館
町
細
越
町
十
二
番

地森
ド
ラ
イ
ブ
イ
ン

仙
北
郡
角
館
町
小
勝
田
字
中
川

原
百
三
十
九
番
地
の
八

藤
枝
富
治

仙
北
郡
角
館
町
小
勝
田
字
中
川

原
百
二
十
六
番
地
の
三

星
宮
忠
清

仙
北
郡
角
館
町
雲
然
字
碇
百
九

十
番
地
の
一

鈴
木
正
市

仙
北
郡
角
館
町
雲
然
字
碇
前
田

九
十
二
番
地

鈴
木
隆

仙
北
郡
角
館
町
西
長
野
字
古
米

沢
三
十
番
地
の
十
九

角
館
温
泉
花
葉
館

仙
北
郡
中
仙
町
下
鶯
野
字
中
嶋

百
九
十
一
番
地

宮
城
商
店

仙
北
郡
中
仙
町
下
鶯
野
字
中
嶋

百
四
十
一
番
地
の
二

佐
藤
酒
店

仙
北
郡
田
沢
湖
町
字
折
橋
百
九

十
六
番
地

中
島
健

仙
北
市
西
木
町
桧
木
内
字
相
内

四門
脇
征
子

仙
北
市
西
木
町
桧
木
内
字
吉
田

九
十
三
番
地
一
の
一

門
脇
鮮
魚
店

仙
北
市
西
木
町
桧
木
内
字
高
屋

十
七
番
地

桜
田
紀

仙
北
市
西
木
町
桧
木
内
字
上
道

十
八
番
地

門
脇
万
之
助

仙
北
市
西
木
町
桧
木
内
字
中
島

五
十
五
番
地
の
一

布
谷
酒
店

仙
北
市
西
木
町
桧
木
内
字
山
口

三
番
地

橋
本
商
店

仙
北
市
田
沢
湖
生
保
内
字
野
中

百
五
十
四
番
地
の
一

ロ
ー
ソ
ン
生
保
内
店

仙
北
市
西
木
町
小
山
田
字
沢
口

二
十
三
番
地

門
脇
義
人

仙
北
市
西
木
町
上
桧
木
内
字
桁

沢
百
二
十
番
地
の
一

阿
部
高
美

仙
北
市
西
木
町
桧
木
内
字
吉
田

百
三
十
三
番
地
の
二

木
元
正
昭

仙
北
市
西
木
町
桧
木
内
字
長
戸

呂
七
十
九
番
地
の
一

浅
利
酒
店

仙
北
市
田
沢
湖
角
館
東
前
郷
字

後
川
二
百
十
七

柏
谷
亮

仙
北
市
角
館
町
広
久
内
舟
場
五

十
番
地

佐
藤
順
一

仙
北
市
西
木
町
西
明
寺
字
小
山

藤
川
直
衛

仙
北
郡
田
沢
湖
町
字
本
町
九
十

九
番
地

伊
藤
肇

仙
北
郡
田
沢
湖
町
角
館
東
前
郷

字
後
川
二
百
十
七
番
地

藤
川
忠
助

仙
北
郡
西
木
村
門
屋
字
屋
敷
田

八
十
三
番
地
の
二

ふ
れ
あ
い
プ
ラ
ザ
ク
リ
オ
ン

仙
北
郡
西
木
村
字
大
地
田
六
十

二
番
地

本
庄
商
店

仙
北
郡
西
木
村
字
堀
内
四
十
六

番
地
の
一

斎
藤
鮮
魚
店

仙
北
郡
西
木
村
字
宮
田
五
十
四

番
地

中
島
健

仙
北
郡
西
木
村
字
長
戸
呂
二
百

二
十
五
番
地
の
一

浅
利
春
一
郎

仙
北
郡
西
木
村
字
相
内
四
番
地

門
脇
勝

仙
北
郡
西
木
村
字
吉
田
九
十
三

番
地
一
の
一

門
脇
秋
夫

仙
北
郡
西
木
村
字
高
屋
十
七
番

地桜
田
紀

仙
北
郡
西
木
村
字
上
道
十
八
番

地門
脇
万
之
助

仙
北
郡
西
木
村
字
中
島
五
十
五

番
地
の
一

布
谷
酒
店

仙
北
郡
西
木
村
字
山
口
十
三
番

地橋
本
商
店

仙
北
郡
西
木
村
字
小
山
寺
六
十

番
地
の
一

変　

更　

後

変　

更　

前
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㈢　

変
更
後
の
遊
漁
規
則
の
施
行
の
日

　
　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
一
日

三　

岩
見
川
漁
業
協
同
組
合
内
共
第
十
二
号
第
五
種
共
同
漁
業
権
遊
漁
規
則

の
変
更

　

㈠　

変
更
に
係
る
遊
漁
規
則
の
名
称
、
漁
業
権
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び

に
漁
業
権
の
免
許
番
号

　
　

⑴　

変
更
に
係
る
遊
漁
規
則
の
名
称

　
　
　
　

岩
見
川
漁
業
協
同
組
合
内
共
第
十
二
号
第
五
種
共
同
漁
業
権
遊
漁

規
則

　
　

⑵　

漁
業
権
者
の
名
称
及
び
住
所

　
　
　
　

岩
見
川
漁
業
協
同
組
合

　
　
　
　

秋
田
市
河
辺
和
田
字
上
中
野
百
八
十
四
番
地
の
二

　
　

⑶　

漁
業
権
の
免
許
番
号

　
　
　
　

内
共
第
十
二
号

　

㈡　

変
更
の
内
容

　
　

⑴　

禁
止
区
域

　
　

⑵　

遊
漁
料
の
納
付
場
所

寺
六
十
番
地
の
一

小
林
酒
店

仙
北
市
田
沢
湖
小
松
字
二
枚
橋

五
番
地
の
一

ロ
ー
ソ
ン
神
代
店

仙
北
市
西
木
町
上
荒
井
字
新
屋

五
番
地
の
一

ロ
ー
ソ
ン
西
明
寺
店

仙
北
市
角
館
町
下
菅
沢
二
百
二

十
番
地
の
三

ロ
ー
ソ
ン
角
館
岩
瀬
店

大
仙
市
長
野
柳
田
三
十
番
地
の

一ロ
ー
ソ
ン
中
仙
店

大
仙
市
下
鶯
野
上
中
嶋
五
十
三

番
地
の
三

サ
ン
ク
ス
中
仙
鶯
野
店

小
林
酒
店

仙
北
郡
西
木
村
小
山
田
字
沢
口

二
十
三
番
地

門
脇
義
人

変　

更　

後

変　

更　

前

芝
野
堰
頭
首
工
の
舟
通
し
内

（
岩
見
川
右
岸
、
秋
田
市
河
辺

松
淵
字
岩
箱
向
地
内
）

芝
野
堰
頭
首
工
の
舟
通
し
内

（
岩
見
川
右
岸
、
河
辺
町
松
淵

字
岩
箱
向
地
内
）

変　

更　

後

変　

更　

前

秋
田
市
大
町
一
丁
目
一
番
六
号

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
釣
具
店

秋
田
市
楢
山
登
町
七
丁
目
十
番

小
林
釣
具
店

秋
田
市
仁
井
田
蕗
見
町
十
の
十

五フ
ィ
ッ
シ
ュ
・
ワ
ン

秋
田
市
山
王
二
丁
目
十
番
地
十

八
号

フ
ィ
ッ
シ
ン
グ
イ
ト
ウ

秋
田
市
広
面
蓮
沼
二
十
四
番
地

四
の
百
一

デ
ィ
ー
ル
ー
プ

秋
田
市
河
辺
和
田
字
上
中
野
百

八
十
四
番
地
二

岩
見
川
漁
業
協
同
組
合

秋
田
市
河
辺
和
田
字
和
田
六
十

三
番
地

佐
藤
ゆ
か
子

秋
田
市
河
辺
和
田
字
和
田
九
十

四
番
地

加
賀
屋
千
代
司

秋
田
市
河
辺
和
田
字
式
田
八
十

番
地

鈴
木
正
勝

秋
田
市
河
辺
和
田
字
宮
崎
百
三

十
六
番
地

松
沢
幸
一

秋
田
市
河
辺
山
内
字
尼
沢
六
十

二
番
地
一

戸
井
田
タ
エ

秋
田
市
河
辺
山
内
字
野
崎
三
十

五
番
地
十

ヤ
マ
ザ
キ
シ
ョ
ッ
プ

秋
田
市
河
辺
山
内
字
外
川
原
百

二
十
三
番
地
の
五

マ
イ
シ
ョ
ッ
プ
高
橋

秋
田
市
大
町
一
丁
目
一
番
六
号

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
釣
具
店

秋
田
市
楢
山
登
町
七
丁
目
十
番

小
林
釣
具
店

秋
田
市
仁
井
田
蕗
見
町
十
の
十

五フ
ィ
ッ
シ
ュ
・
ワ
ン

秋
田
市
山
王
二
丁
目
十
番
地
十

八
号

フ
ィ
ッ
シ
ン
グ
イ
ト
ウ

秋
田
市
広
面
二
十
四
番
地
四
の

百
一

デ
ィ
ー
ル
ー
プ

河
辺
郡
河
辺
町
和
田
字
上
中
野

百
八
十
四
番
地
二

岩
見
川
漁
業
協
同
組
合

河
辺
町
和
田
字
和
田
六
十
三
番

地佐
藤
ゆ
か
子

河
辺
町
和
田
字
和
田
九
十
四
番

地加
賀
屋
千
代
司

河
辺
町
和
田
字
式
田
八
十
番
地

鈴
木
正
勝

河
辺
町
和
田
字
宮
崎
百
三
十
六

番
地

松
沢
幸
一

河
辺
町
山
内
字
尼
沢
六
十
二
番

地
一

戸
井
田
タ
エ

河
辺
町
山
内
字
野
崎
三
十
五
番

地
十

ヤ
マ
ザ
キ
シ
ョ
ッ
プ

河
辺
町
山
内
字
外
川
原
百
二
十

三
番
地
の
五

マ
イ
シ
ョ
ッ
プ
高
橋

河
辺
町
山
内
字
外
川
原
百
四
十

秋
田
市
河
辺
山
内
字
外
川
原
百

四
十
三
番
地

小
野
寺
繁
四
郎
商
店

秋
田
市
河
辺
山
内
字
寺
田
十
五

番
地

山
上
充
子

秋
田
市
河
辺
山
内
字
曽
場
十
八

番
地
三

熊
谷
清
商
店

秋
田
市
河
辺
町
山
内
字
丸
舞
一

番
地
の
一

ユ
フ
ォ
ー
レ

秋
田
市
河
辺
町
大
沢
中
田
四
十

八
番
地

佐
々
木
久
作

秋
田
市
河
辺
町
大
沢
中
田
六
十

九
番
地

佐
々
木
栄
作

秋
田
市
河
辺
町
高
岡
河
原
田
下

段
六
百
七
十
二
番
地

佐
々
木
清
秀

秋
田
市
河
辺
岩
見
字
萱
森
六
十

八
番
地

追
留
商
店

秋
田
市
河
辺
岩
見
字
茂
十
七
番

地石
塚
喜
久
治

秋
田
市
河
辺
岩
見
字
新
川
五
十

四
番
地

船
木
須
満
代
商
店

秋
田
市
河
辺
岩
見
字
関
口
川
原

十
九
番
地

石
塚
勝
太
郎
商
店

秋
田
市
外
旭
川
字
待
台
十
番
地

一上
州
屋

秋
田
市
河
辺
和
田
字
坂
本
北
二

百
八
十
四
番
地
五

フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
河
辺
和
田

店秋
田
市
御
所
野
湯
本
二
番
地
一

の
四

フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
御
所
野
店

三
番
地

小
野
寺
繁
四
郎
商
店

河
辺
町
山
内
字
寺
田
十
五
番
地

山
上
充
子

河
辺
町
山
内
字
曽
場
十
八
番
地

三熊
谷
清
商
店

河
辺
町
山
内
字
松
沢
上
段
二
十

八小
野
寺
稔

河
辺
町
山
内
字
鳥
海
七
十
一

小
野
寺
長
一
郎

河
辺
町
山
内
字
丸
舞
一
番
地
の

一ユ
フ
ォ
ー
レ

河
辺
町
大
沢
大
沢
中
田
四
十
八

番
地

佐
々
木
久
作

河
辺
町
大
沢
大
沢
中
田
六
十
九

番
地

佐
々
木
栄
作

河
辺
町
高
岡
河
原
田
下
段
三
百

七
十
一
番
地
の
二

佐
々
木
一
嘉

河
辺
町
高
岡
高
岡
河
原
田
下
段

六
百
七
十
二
番
地

佐
々
木
清
秀

河
辺
町
岩
見
字
小
平
岱
七
十
五

番
地
の
八

払
川
孝
成

河
辺
町
岩
見
字
萱
森
六
十
八
番

地追
留
商
店

河
辺
町
岩
見
字
茂
十
七
番
地

石
塚
喜
久
治

河
辺
町
岩
見
字
新
川
五
十
四
番

地船
木
須
満
代
商
店

河
辺
町
岩
見
字
関
口
川
原
十
九

番
地

石
塚
勝
太
郎
商
店
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㈢　

変
更
後
の
遊
漁
規
則
の
施
行
の
日

　
　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
一
日

四　

阿
仁
川
漁
業
協
同
組
合
内
共
第
十
九
号
第
五
種
共
同
漁
業
権
遊
漁
規
則

の
変
更

　

㈠　

変
更
に
係
る
遊
漁
規
則
の
名
称
、
漁
業
権
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び

に
漁
業
権
の
免
許
番
号

　
　

⑴　

変
更
に
係
る
遊
漁
規
則
の
名
称

　
　
　
　

阿
仁
川
漁
業
協
同
組
合
内
共
第
十
九
号
第
五
種
共
同
漁
業
権
遊
漁

規
則

　
　

⑵　

漁
業
権
者
の
名
称
及
び
住
所

　
　
　
　

阿
仁
川
漁
業
協
同
組
合

　
　
　
　

北
秋
田
市
米
内
沢
字
七
曲
五
十
一
番
地

　
　

⑶　

漁
業
権
の
免
許
番
号

　
　
　
　

内
共
第
十
九
号

　

㈡　

変
更
の
内
容

　
　

⑴　

遊
漁
期
間

　
　

⑵　

遊
漁
料
の
納
付
場
所

　

㈢　

変
更
後
の
遊
漁
規
則
の
施
行
の
日

　
　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
一
日

五　

萩
形
ダ
ム
漁
業
協
同
組
合
内
共
第
二
十
号
第
五
種
共
同
漁
業
権
遊
漁
規

則
の
変
更

　

㈠　

変
更
に
係
る
遊
漁
規
則
の
名
称
、
漁
業
権
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び

に
漁
業
権
の
免
許
番
号

　
　

⑴　

変
更
に
係
る
遊
漁
規
則
の
名
称

　
　
　
　

萩
形
ダ
ム
漁
業
協
同
組
合
内
共
第
二
十
号
第
五
種
共
同
漁
業
権
遊

漁
規
則

　
　

⑵　

漁
業
権
者
の
名
称
及
び
住
所

　
　
　
　

萩
形
ダ
ム
漁
業
協
同
組
合

　
　
　
　

北
秋
田
郡
上
小
阿
仁
村
小
沢
田
字
向
川
原
百
十
八
番
地

　
　

⑶　

漁
業
権
の
免
許
番
号

の
四

フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
御
所
野
店

変　

更　

後

変　

更　

前

魚
種

期　

間

魚
種

期　

間

こ
い

ふ
な

う
ぐ
い

一
月
一
日
か
ら
十
二

月
三
十
一
日
ま
で

こ
い

ふ
な

う
ぐ
い

や
つ
め

一
月
一
日
か
ら
十
二

月
三
十
一
日
ま
で

や
つ
め

一
月
一
日
か
ら
十
二

月
三
十
一
日
ま
で
の

期
間
内
で
組
合
が
定

め
て
公
表
す
る
期
間

変　

更　

後

変　

更　

前

北
秋
田
市
米
内
沢
字
柳
原
九
の

三阿
仁
川
漁
業
協
同
組
合
事
務
所

北
秋
田
市
新
田
目
字
大
野
八
十

二
番
地
二
号

北
秋
田
市
合
川
支
所　

阿
仁
川

漁
業
協
同
組
合
合
川
支
部

北
秋
田
郡
上
小
阿
仁
村
小
沢
田

字
向
川
原
百
十
八
番
地

上
小
阿
仁
村
役
場
産
業
課　

阿

仁
川
漁
業
協
同
組
合
上
小
阿
仁

支
部

北
秋
田
市
小
又
字
下
川
原
百
十

二
番
地

菊
地
時
計
店

北
秋
田
市
阿
仁
前
田
字
上
館
下

三
百
九
十
五
番
地
の
一

サ
ン
ク
ス
阿
仁
前
田
店

北
秋
田
市
小
又
字
小
又
一
番
地

太
田
松
寿

北
秋
田
市
阿
仁
前
田
字
下
川
端

百
三
十
七
番
地
の
三

天
道
昭
康

北
秋
田
市
森
吉
字
湯
ノ
岱
十
四

番
地
の
一

国
民
宿
舎
森
吉
山
荘

北
秋
田
市
森
吉
字
桐
内
沢
外
三

十
国
有
林
一
○
一
二
林
班
い
小

班太
平
湖
グ
リ
ー
ン
ハ
ウ
ス

北
秋
田
市
森
吉
字
森
吉
山
麓
高

原
一
番
地

奥
森
吉
青
少
年
野
外
活
動
セ
ン

タ
ー

北
秋
田
市
米
内
沢
字
柳
原
三
十

九
番
地
の
一

阿
仁
川
ア
ユ
セ
ン
タ
ー

北
秋
田
市
下
杉
字
狐
森
三
十
八

番
地
の
五

松
橋
釣
具
店

北
秋
田
市
阿
仁
打
当
字
仙
北
渡

道
上
ミ
六
十
七
番
地

マ
タ
ギ
の
里
観
光
開
発
株
式
会

社

北
秋
田
郡
森
吉
町
米
内
沢
字
七

曲
五
十
一
番
地

阿
仁
川
漁
業
協
同
組
合
事
務
所

北
秋
田
郡
森
吉
町
米
内
沢
字
柳

原
三
十
九
番
地
の
一

阿
仁
川
ア
ユ
セ
ン
タ
ー

北
秋
田
郡
森
吉
町
小
又
字
下
川

原
百
十
二
番
地

菊
地
時
計
店

北
秋
田
郡
森
吉
町
小
又
字
小
又

一
番
地

太
田
松
寿

北
秋
田
郡
森
吉
町
森
吉
字
湯
ノ

岱
十
四
番
地
の
一

国
民
宿
舎
森
吉
山
荘

北
秋
田
郡
森
吉
町
森
吉
字
森
吉

山
麓
高
原
一
番
地

奥
森
吉
青
少
年
野
外
活
動
セ
ン

タ
ー

北
秋
田
郡
森
吉
町
字
桐
内
沢
外

三
十
国
有
林
一
〇
一
二
林
班
い

小
班

太
平
湖
グ
リ
ー
ン
ハ
ウ
ス

北
秋
田
郡
森
吉
町
阿
仁
前
田
字

上
館
下
三
百
九
十
五
番
地
の
一

サ
ン
ク
ス
阿
仁
前
田
店

北
秋
田
郡
阿
仁
町
打
当
字
仙
北

渡
道
上
ミ
六
十
七
番
地

打
当
温
泉
ま
た
ぎ
の
湯

北
秋
田
郡
阿
仁
町
比
立
内
字
前

田
表
四
十
一
番
地
の
二

木
村
精
肉
店

北
秋
田
郡
阿
仁
町
比
立
内
字
前

田
表
四
十
六
番
地
の
一

松
橋
旅
館

北
秋
田
郡
阿
仁
町
銀
山
字
下
新

町
二
十
九
番
地

田
口
商
店

北
秋
田
郡
阿
仁
町
銀
山
字
下
新

町
四
十
一
番
地
の
一

阿
仁
町
役
場
産
業
観
光
課　

阿

仁
川
漁
業
協
同
組
合
阿
仁
支
部

北
秋
田
郡
阿
仁
町
幸
屋
字
西
野

小
綱
九
番
地
の
二

北
秋
田
市
阿
仁
比
立
内
字
前
田

表
四
十
六
番
地
の
一

松
橋
旅
館

北
秋
田
市
阿
仁
比
立
内
字
前
田

表
四
十
一
番
地
の
二

木
村
精
肉
店

北
秋
田
市
阿
仁
幸
屋
字
西
野
小

綱
九
番
地
の
二

鈴
木
商
店

北
秋
田
市
阿
仁
水
無
字
湯
口
内

四
百
四
十
五
番
地
の
二

仙
北
谷
勝
雄

北
秋
田
郡
上
小
阿
仁
村
五
反
沢

字
八
幡
森
百
十
一
番
地
の
四

山
ふ
じ
温
泉

能
代
市
二
ツ
井
町
小
繋
字
湯
の

沢
四
十
三
番
地
の
二

サ
ン
ク
ス
き
み
ま
ち
阪
店

能
代
市
二
ツ
井
町
字
切
石
鳥
坂

一
番
地
の
一

自
然
倶
楽
部

鈴
木
商
店

北
秋
田
郡
阿
仁
町
水
無
字
湯
口

内
四
百
四
十
五
番
地
の
二

仙
北
谷
勝
雄

北
秋
田
郡
合
川
町
新
田
目
字
大

野
五
十
八
番
地
の
二

三
浦
釣
具
店

北
秋
田
郡
合
川
町
新
田
目
字
大

野
八
十
二
番
地
の
二

合
川
町
役
場
農
林
課
阿
仁
川
漁

業
協
同
組
合
合
川
支
部

北
秋
田
郡
合
川
町
下
杉
字
狐
森

三
十
八
番
地
の
五

松
橋
釣
具
店

北
秋
田
郡
合
川
町
下
杉
字
川
井

境
五
番
地
の
五

桜
田
時
計
店

北
秋
田
郡
上
小
阿
仁
村
小
沢
田

字
向
川
原
百
十
八
番
地
上
小
阿

仁
村
役
場
産
業
課　

阿
仁
川
漁

業
協
同
組
合
上
小
阿
仁
支
部

北
秋
田
郡
上
小
阿
仁
村
五
反
沢

字
八
幡
森
百
十
一
番
地
の
四

山
ふ
じ
温
泉

山
本
郡
二
ツ
井
町
小
繋
字
湯
の

沢
四
十
三
番
地
の
二

サ
ン
ク
ス
き
み
ま
ち
阪
店

変　

更　

後

変　

更　

前

北
秋
田
市
米
内
沢
字
柳
原
九
の

三阿
仁
川
漁
業
協
同
組
合
事
務
所

北
秋
田
郡
森
吉
町
米
内
沢
字
七

曲
五
十
一
番
地

阿
仁
川
漁
業
協
同
組
合
事
務
所
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内
共
第
二
十
号

　

㈡　

変
更
の
内
容

　
　

⑴　

遊
漁
料
の
額
及
び
納
付
方
法

　

た
だ
し
、
次
の
漁
具
及
び
漁
法
で
遊
漁
す
る
場
合
、
漁
場
で
納
付
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
遊
漁
料
を
加
算
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

　
　

⑵　

遊
漁
料
の
納
付
場
所

　

㈢　

変
更
後
の
遊
漁
規
則
の
施
行
の
日

　
　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
一
日

六　

萩
形
ダ
ム
漁
業
協
同
組
合
内
共
第
二
十
一
号
第
五
種
共
同
漁
業
権
遊
漁

規
則
の
変
更

　

㈠　

変
更
に
係
る
遊
漁
規
則
の
名
称
、
漁
業
権
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び

に
漁
業
権
の
免
許
番
号

　
　

⑴　

変
更
に
係
る
遊
漁
規
則
の
名
称

　
　
　
　

萩
形
ダ
ム
漁
業
協
同
組
合
内
共
第
二
十
一
号
第
五
種
共
同
漁
業
権

遊
漁
規
則

　
　

⑵　

漁
業
権
者
の
名
称
及
び
住
所

　
　
　
　

萩
形
ダ
ム
漁
業
協
同
組
合

　
　
　
　

北
秋
田
郡
上
小
阿
仁
村
小
沢
田
字
向
川
原
百
十
八
番
地

　
　

⑶　

漁
業
権
の
免
許
番
号

　
　
　
　

内
共
第
二
十
一
号

　

㈡　

変
更
の
内
容

　
　

⑴　

遊
漁
料
の
額
及
び
納
付
方
法

　

た
だ
し
、
次
の
漁
具
及
び
漁
法
で
遊
漁
す
る
場
合
、
漁
場
で
納
付
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
遊
漁
料
を
加
算
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

　
　

⑵　

遊
漁
料
の
納
付
場
所

　

㈢　

変
更
後
の
遊
漁
規
則
の
施
行
の
日

　
　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
一
日

七　

子
吉
川
水
系
漁
業
協
同
組
合
内
共
第
二
十
四
号
第
五
種
共
同
漁
業
権
遊

漁
規
則
の
変
更

魚
種
漁
具
・

漁
法

遊　
　
　

漁　
　
　

料

変　

更　

後

変　

更　

前

あ
ゆ
手
釣
り

・
さ
お

釣
り

一
日　

一
、
○
○
○
円

一
年　

七
、
○
○
○
円
一
日　
　
　

五
○
○
円

一
年　

四
、
○
○
○
円

こ
い

・
ふ

な

手
釣
り

・
さ
お

釣
り

一
年　

二
、
○
○
○
円
一
日　
　
　

五
○
○
円

一
年　

四
、
○
○
○
円

い
わ

な
・

や
ま

め

手
釣
り

・
さ
お

釣
り

一
日　

一
、
○
○
○
円

一
年　

五
、
○
○
○
円
一
日　
　
　

五
○
○
円

一
年　

四
、
○
○
○
円

う
ぐ

い

手
釣
り

・
さ
お

釣
り

一
年　

二
、
○
○
○
円
一
日　
　
　

五
○
○
円

一
年　

四
、
○
○
○
円

漁
具
・
漁
法

料　
　
　
　
　
　

金

変　

更　

後

変　

更　

前

手
釣
り
・
さ
お

釣
り

五
○
○
円

二
○
○
円

変　

更　

後

変　

更　

前

北
秋
田
郡
上
小
阿
仁
村
小
沢
田

字
向
川
原
百
十
八
番
地

上
小
阿
仁
村
役
場
産
業
課　

萩

形
ダ
ム
漁
業
協
同
組
合
事
務
所

北
秋
田
郡
上
小
阿
仁
村
沖
田
面

字
萩
形
二
番
地
一
の
内

萩
形
キ
ャ
ン
プ
場
管
理
棟
（
積

雪
期
は
閉
鎖
）

北
秋
田
郡
上
小
阿
仁
村
大
林
字

梨
ノ
木
岱
五
十
番
地
一

ド
ラ
イ
ブ
イ
ン
小
阿
仁
川

北
秋
田
郡
上
小
阿
仁
村
南
沢
字

塚
ノ
岱
十
八
番
地
一

鈴
木
欣
一
郎

北
秋
田
郡
上
小
阿
仁
村
小
沢
田

字
向
川
原
百
十
八
番
地

上
小
阿
仁
村
役
場
産
業
課　

萩

形
ダ
ム
漁
業
協
同
組
合
事
務
所

萩
形
キ
ャ
ン
プ
場
管
理
棟

魚
種
漁
具
・

漁
法

遊　
　
　

漁　
　
　

料

変　

更　

後

変　

更　

前

こ
い

・
ふ

な

手
釣
り

・
さ
お

釣
り

一
年　

二
、
○
○
○
円
一
日　
　
　

五
○
○
円

一
年　

四
、
○
○
○
円

い
わ

な
・

や
ま

め

手
釣
り

・
さ
お

釣
り

一
日　

一
、
○
○
○
円

一
年　

五
、
○
○
○
円
一
日　
　
　

五
○
○
円

一
年　

四
、
○
○
○
円

う
ぐ

い

手
釣
り

・
さ
お

釣
り

一
年　

二
、
○
○
○
円
一
日　
　
　

五
○
○
円

一
年　

四
、
○
○
○
円

漁
具
・
漁
法

料　
　
　
　
　
　

金

変　

更　

後

変　

更　

前

手
釣
り
・
さ
お

釣
り

五
○
○
円

二
○
○
円

変　

更　

後

変　

更　

前

北
秋
田
郡
上
小
阿
仁
村
小
沢
田

字
向
川
原
百
十
八
番
地

上
小
阿
仁
村
役
場
産
業
課　

萩

形
ダ
ム
漁
業
協
同
組
合
事
務
所

北
秋
田
郡
上
小
阿
仁
村
沖
田
面

字
萩
形
二
番
地
一
の
内

萩
形
キ
ャ
ン
プ
場
管
理
棟
（
積

雪
期
は
閉
鎖
）

北
秋
田
郡
上
小
阿
仁
村
大
林
字

梨
ノ
木
岱
五
十
番
地
一

ド
ラ
イ
ブ
イ
ン
小
阿
仁
川

北
秋
田
郡
上
小
阿
仁
村
南
沢
字

塚
ノ
岱
十
八
番
地
一

鈴
木
欣
一
郎

北
秋
田
郡
上
小
阿
仁
村
小
沢
田

字
向
川
原
百
十
八
番
地

上
小
阿
仁
村
役
場
産
業
課　

萩

形
ダ
ム
漁
業
協
同
組
合
事
務
所

萩
形
キ
ャ
ン
プ
場
管
理
棟

変　

更　

後

変　

更　

前

北
秋
田
郡
上
小
阿
仁
村
小
沢
田

字
向
川
原
百
十
八
番
地

上
小
阿
仁
村
役
場
産
業
課　

萩

形
ダ
ム
漁
業
協
同
組
合
事
務
所

北
秋
田
郡
上
小
阿
仁
村
沖
田
面

字
萩
形
二
番
地
一
の
内

萩
形
キ
ャ
ン
プ
場
管
理
棟
（
積

雪
期
は
閉
鎖
）

北
秋
田
郡
上
小
阿
仁
村
大
林
字

梨
ノ
木
岱
五
十
番
地
一

ド
ラ
イ
ブ
イ
ン
小
阿
仁
川

北
秋
田
郡
上
小
阿
仁
村
南
沢
字

塚
ノ
岱
十
八
番
地
一

鈴
木
欣
一
郎

北
秋
田
郡
上
小
阿
仁
村
小
沢
田

字
向
川
原
百
十
八
番
地

上
小
阿
仁
村
役
場
産
業
課　

萩

形
ダ
ム
漁
業
協
同
組
合
事
務
所

萩
形
キ
ャ
ン
プ
場
管
理
棟

い
わ

な
・

や
ま

め

手
釣
り

・
さ
お

釣
り

一
日　

一
、
○
○
○
円

一
年　

五
、
○
○
○
円
一
日　
　
　

五
○
○
円

一
年　

四
、
○
○
○
円

う
ぐ

い

手
釣
り

・
さ
お

釣
り

一
年　

二
、
○
○
○
円
一
日　
　
　

五
○
○
円

一
年　

四
、
○
○
○
円
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㈠　

変
更
に
係
る
遊
漁
規
則
の
名
称
、
漁
業
権
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び

に
漁
業
権
の
免
許
番
号

　
　

⑴　

変
更
に
係
る
遊
漁
規
則
の
名
称

　
　
　
　

子
吉
川
水
系
漁
業
協
同
組
合
内
共
第
二
十
四
号
第
五
種
共
同
漁
業

権
遊
漁
規
則

　
　

⑵　

漁
業
権
者
の
名
称
及
び
住
所

　
　
　
　

子
吉
川
水
系
漁
業
協
同
組
合

　
　
　
　

由
利
本
荘
市
岩
谷
町
字
十
二
柳
百
三
十
二
番
地

　
　

⑶　

漁
業
権
の
免
許
番
号

　
　
　
　

内
共
第
二
十
四
号

　

㈡　

変
更
の
内
容

　
　

⑴　

禁
止
区
域
及
び
期
間

　
　

⑵　

遊
漁
料
の
額

　

㈢　

変
更
後
の
遊
漁
規
則
の
施
行
の
日

　
　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
一
日

八　

矢
島
町
漁
業
協
同
組
合
内
共
第
二
十
五
号
第
五
種
共
同
漁
業
権
遊
漁
規

則
の
変
更

　

㈠　

変
更
に
係
る
遊
漁
規
則
の
名
称
、
漁
業
権
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び

に
漁
業
権
の
免
許
番
号

　
　

⑴　

変
更
に
係
る
遊
漁
規
則
の
名
称

　
　
　
　

矢
島
町
漁
業
協
同
組
合
内
共
第
二
十
五
号
第
五
種
共
同
漁
業
権
遊

漁
規
則

　
　

⑵　

漁
業
権
者
の
名
称
及
び
住
所

　
　
　
　

子
吉
川
水
系
漁
業
協
同
組
合

　
　
　
　

由
利
本
荘
市
岩
谷
町
字
十
二
柳
百
三
十
二
番
地

　
　

⑶　

漁
業
権
の
免
許
番
号

　
　
　
　

内
共
第
二
十
五
号

　

㈡　

変
更
の
内
容

　
　

⑴　

禁
止
区
域
及
び
期
間

　
　

⑵　

遊
漁
料
の
額

　

㈢　

変
更
後
の
遊
漁
規
則
の
施
行
の
日

　
　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
一
日

　

秋
田
県
こ
ど
も
総
合
支
援
エ
リ
ア
（
仮
称
）
療
育
機
関
医
療
・
療
育
情
報

シ
ス
テ
ム
調
達
に
つ
い
て
の
企
画
提
案
書
の
提
出
を
求
め
る
の
で
、
次
の
と

お
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

一　

企
画
提
案
書
の
提
出
を
求
め
る
事
項

　

㈠　

企
画
提
案
書
の
提
出
を
求
め
る
調
達
（
以
下
「
公
告
調
達
」
と
い

う
。
）
の
名
称

　
　
　

医
療
・
療
育
情
報
シ
ス
テ
ム
調
達

　

㈡　

公
告
調
達
の
内
容

　
　
　

秋
田
県
こ
ど
も
総
合
支
援
エ
リ
ア
（
仮
称
）
療
育
機
関
に
お
け
る
医

療
・
療
育
の
質
の
向
上
、
利
用
者
の
利
便
性
の
向
上
、
業
務
の
効
率

化
・
集
約
化
、
安
全
な
医
療
・
療
育
の
提
供
を
実
現
さ
せ
る
た
め
医

療
・
療
育
情
報
シ
ス
テ
ム
の
調
達
を
発
注
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

㈢　

履
行
場
所

　
　
　

秋
田
県
秋
田
市
上
北
手
百
崎
地
内

　
　
　

秋
田
県
こ
ど
も
総
合
支
援
エ
リ
ア
（
仮
称
）
療
育
機
関

　

㈣　

履
行
期
限

　
　
　

平
成
二
十
二
年
六
月
下
旬

二　

企
画
提
案
書
を
提
出
す
る
者
に
必
要
な
資
格

　
　

企
画
提
案
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
す
べ
て

の
要
件
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

　

㈠　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十

七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　

㈡　

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
に
基
づ
く
更
生

手
続
開
始
の
申
立
て
又
は
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二

十
五
号
）
に
基
づ
く
民
事
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い
る

者
（
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
を
除
く
）
で
な
い
こ
と
。

　

㈢　

過
去
五
年
以
内
に
電
子
カ
ル
テ
又
は
オ
ー
ダ
ー
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
を

核
と
す
る
総
合
医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
調
達
の
元
請
け
と
し
て
複
数
の
稼

動
実
績
（
調
達
形
態
以
外
の
総
合
医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
構
築
業
務
も
含

む
。
）
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

　

㈣　

過
去
五
年
以
内
に
病
床
数
百
床
以
上
の
規
模
の
病
院
に
お
け
る
電
子

カ
ル
テ
又
は
オ
ー
ダ
ー
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
を
核
と
す
る
総
合
医
療
情
報

シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
、
契
約
か
ら
シ
ス
テ
ム
稼
動
ま
で
を
一
年
以
内
で

対
応
し
た
複
数
の
実
績
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

　

㈤　

本
調
達
を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
実
施
体
制
（
資
格
・
実
務
経
験

を
有
す
る
専
任
技
術
者
を
完
了
ま
で
配
置
等
）
を
講
じ
る
こ
と
が
で
き

る
者
で
あ
る
こ
と
。

　

㈥　

共
同
企
業
体
に
よ
る
参
加
も
認
め
る
が
、
責
任
者
を
明
確
に
し
、
提

案
者
名
を
連
名
で
記
載
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
事
実
を
証
明
す
る
協
定

書
等
の
写
し
を
添
付
す
る
こ
と
。

三　

参
加
資
格
の
確
認
の
手
続
き

　

㈠　

参
加
資
格
の
確
認
の
申
請

　
　
　

企
画
提
案
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
よ
り
秋
田
県
知
事

に
申
請
し
、
参
加
資
格
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

区　
　

域

禁　
　

止　
　

期　
　

間

変　

更　

後

変　

更　

前

本
組
合
の
地
域

内
で
組
合
が
定

め
る
あ
ゆ
の
産

卵
場

九
月
一
日
か
ら
十
月
三

十
一
日
ま
で

九
月
二
十
日
か
ら
十
月

三
十
一
日
ま
で

魚
種
漁
具
・

漁
法

遊　
　
　

漁　
　
　

料

変　

更　

後

変　

更　

前

あ
ゆ

手
釣
り

・
さ
お

釣
り
・

が
ら
が

け

一
日　

一
、
五
○
○
円

一
年　

八
、
○
○
○
円

一
日　

一
、
○
○
○
円

一
年　

七
、
○
○
○
円

区　
　

域

禁　
　

止　
　

期　
　

間

変　

更　

後

変　

更　

前

本
組
合
の
地
域

内
で
組
合
が
定

め
る
あ
ゆ
の
産

卵
場

九
月
一
日
か
ら
十
月
三

十
一
日
ま
で

九
月
二
十
日
か
ら
十
月

三
十
一
日
ま
で

魚
種
漁
具
・

漁
法

遊　
　
　

漁　
　
　

料

変　

更　

後

変　

更　

前

あ
ゆ

手
釣
り

・
さ
お

釣
り
・

が
ら
が

け

一
日　

一
、
五
○
○
円

一
年　

八
、
○
○
○
円

一
日　

一
、
○
○
○
円

一
年　

七
、
○
○
○
円

　
　
　
　
　
公　
　
　
　
　
　
告
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⑴　

提
出
書
類
及
び
提
出
部
数

　
　
　
　

次
に
掲
げ
る
書
類
を
十
部
（
正
本
一
部
、
副
本
九
部
）
提
出
す
る

こ
と

　
　
　

ア　

参
加
資
格
確
認
申
請
書

　
　
　

イ　

会
社
概
要
等
整
理
表

　
　
　

ウ　

受
注
実
績
整
理
表

　
　
　

エ　

従
事
技
術
者
証
明
書

　
　
　

オ　

共
同
企
業
体
に
よ
る
参
加
の
場
合
は
、
そ
の
事
実
を
証
明
す
る

協
定
書
等
の
写
し

　
　

⑵　

提
出
方
法

　
　
　
　

持
参
又
は
郵
送
す
る
こ
と
。

　
　

⑶　

提
出
期
限

　
　
　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
九
日
（
木
）
午
後
五
時
ま
で
（
郵
送
に
よ
る

場
合
は
、
簡
易
書
留
郵
便
に
よ
る
こ
と
と
し
、
同
日
午
後
五
時
ま
で

必
着
）
と
す
る
。

　
　

⑷　

提
出
場
所

　
　
　
　

郵
便
番
号
〇
一
〇―

八
五
七
〇
秋
田
県
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番

一
号

　
　
　
　

秋
田
県
健
康
福
祉
部　

障
害
福
祉
課　

療
育
機
関
再
編
班

　
　
　
　

電
話
〇
一
八―

八
六
〇―

一
三
三
五

　

㈡　

参
加
資
格
の
確
認
の
時
期

　
　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
十
日
（
金
）

　

㈢　

参
加
資
格
の
確
認
の
結
果
の
通
知

　
　
　

参
加
資
格
の
確
認
の
結
果
は
、
書
面
に
よ
り
申
請
者
に
通
知
す
る
。

　

㈣　

参
加
資
格
の
確
認
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
者
に
対
す
る
理
由
の
説
明

　
　

⑴　

参
加
資
格
の
確
認
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
者
は
、
そ
の
理
由
に
つ

い
て
秋
田
県
知
事
に
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
説
明
を
求
め
よ
う
と
す
る
者
は
、
㈢
に
よ
る
通
知
を
受
け

た
日
か
ら
三
日
以
内
に
、
説
明
を
求
め
る
旨
を
記
載
し
た
書
面
を
㈠

⑷
の
場
所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

⑵　

説
明
を
求
め
た
者
に
対
し
て
は
、
⑴
の
書
面
の
提
出
が
あ
っ
た
日

か
ら
三
日
以
内
に
書
面
に
よ
り
回
答
す
る
。

四　

企
画
提
案
書
等
の
提
出
手
続

　

㈠　

提
出
書
類
及
び
提
出
部
数

　
　

⑴　

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
企
画
提
案
書
及
び
企
画
提
案
書
要

約
版
（
Ａ
四
版
縦
長
用
紙
、
横
書
き
、
左
と
じ
）
十
部
（
正
本
一

部
、
副
本
九
部
）

　
　
　

ア　

医
療
・
療
育
情
報
シ
ス
テ
ム
調
達
に
つ
い
て
基
本
的
な
考
え
方

　
　
　

イ　

医
療
・
療
育
情
報
シ
ス
テ
ム
調
達
の
目
的
を
実
現
す
る
具
体
策

　
　
　

ウ　

医
療
・
療
育
情
報
シ
ス
テ
ム
調
達
の
推
進
体
制

　
　
　

エ　

そ
の
他
提
案

　
　

⑵　

次
に
掲
げ
る
書
類
を
十
部
（
正
本
一
部
、
副
本
九
部
）
提
出
す
る

こ
と

　
　
　

ア　

要
件
定
義
兼
回
答
書

　
　
　

イ　

見
積
書

　

㈡　

提
出
方
法

　
　
　

持
参
又
は
郵
送
す
る
こ
と
。

　

㈢　

提
出
期
限

　
　
　

参
加
資
格
確
認
通
知
の
あ
っ
た
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
五
月
一
日

（
金
）
午
後
五
時
ま
で
（
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
簡
易
書
留
郵
便
に
よ

る
こ
と
と
し
、
同
日
午
後
五
時
ま
で
必
着
）
と
す
る
。
な
お
、
提
出
期

限
後
に
お
け
る
企
画
提
案
書
の
追
加
及
び
変
更
は
認
め
な
い
。

　

㈣　

提
出
場
所

　
　
　

三
㈠
⑷
に
同
じ
。

五　

契
約
候
補
者
の
選
定
等

　

㈠　

選
定
に
関
し
審
査
す
る
事
項

　
　
　

企
画
提
案
書
を
提
出
し
た
者
（
以
下
「
提
案
者
」
と
い
う
。
）
の
う

ち
、
最
も
優
れ
た
提
案
を
行
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
選
定
す
る
際

に
審
査
す
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

⑴　

技
術
点

　
　
　

ア　

医
療
・
療
育
情
報
シ
ス
テ
ム
を
利
用
す
る
者
が
操
作
性
を
評
価

す
る
。

　
　
　

イ　

専
門
的
な
観
点
か
ら
企
画
提
案
書
等
の
内
容
を
評
価
す
る
。

　
　

⑵　

価
格
点

　
　
　

ア　

初
期
導
入
費
見
積
書
に
提
示
さ
れ
た
金
額
の
妥
当
性
を
評
価
す

る
。

　
　
　

イ　

保
守
費
、
運
用
管
理
費
見
積
書
に
提
示
さ
れ
た
金
額
の
妥
当
性

を
評
価
す
る
。

　

㈡　

選
定
方
法

　
　
　

次
に
よ
り
、
第
一
次
審
査
及
び
第
二
次
審
査
の
選
定
を
行
う
。
た
だ

し
、
提
案
者
が
少
数
で
あ
る
場
合
等
に
お
い
て
は
、
第
一
次
審
査
の
選

定
を
行
わ
な
い
こ
と
が
あ
る
。

　
　

⑴　

第
一
次
審
査

　
　
　
　

提
出
書
類
（
提
案
参
加
資
格
確
認
申
請
書
類
、
企
画
提
案
書
、
企

画
提
案
書
要
約
版
、
及
び
見
積
書
）
を
基
に
書
類
審
査
を
行
い
、
一

次
選
定
と
し
て
上
位
三
者
程
度
を
選
定
す
る
。

　
　

⑵　

第
二
次
審
査

　
　
　
　

一
次
選
定
者
に
つ
い
て
、
提
案
す
る
医
療
・
療
育
情
報
シ
ス
テ
ム

の
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
及
び
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
よ
り
契
約
候
補
者

を
選
定
す
る
。

　

㈢　

選
定
の
時
期

　
　
　

選
定
は
、
平
成
二
十
一
年
五
月
中
旬
（
予
定
）
を
目
途
に
行
う
。

　

㈣　

選
定
の
結
果
の
通
知

　
　
　

選
定
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
書
面
に
よ
り
速
や
か
に
通
知
す
る
。

六　

公
告
調
達
に
関
す
る
提
案
依
頼
書
等
の
交
付
期
間
及
び
交
付
場
所

　

㈠　

交
付
期
間

　
　
　

こ
の
公
告
の
あ
っ
た
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
四
日
（
金
）

ま
で
（
休
日
を
除
く
。
）
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
。

　

㈡　

交
付
場
所

　
　
　

三
㈠
⑷
に
同
じ
。

七　

そ
の
他

　

㈠　

こ
の
公
告
に
係
る
手
続
き
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

　
　
　

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

　

㈡　

提
出
さ
れ
た
企
画
提
案
書
は
、
返
却
し
な
い
。

　

㈢　

企
画
提
案
書
の
提
出
に
係
る
一
切
の
費
用
に
つ
い
て
は
、
提
案
者
の

負
担
と
す
る
。

　

㈣　

契
約
候
補
者
の
選
定
に
当
た
り
、
提
案
者
に
対
し
て
、
企
画
提
案
書

の
内
容
に
つ
い
て
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
あ
る
。

　

㈤　

問
い
合
わ
せ
先

　
　
　

秋
田
県
健
康
福
祉
部　

障
害
福
祉
課　

療
育
機
関
再
編
班

　
　
　

電
話
〇
一
八―

八
六
〇―

一
三
三
五

八　

概
要

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の

と
お
り
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

一　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
五
日

二　

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

　
　

Sum
m

ary
　

　
⑴

　
Subject m

atter
　

　
　

　
Proposals　

for　
the　

M
edical　

and　
D

isability　
　

　
　

Record　
System

　
procurem

ent
　

　
⑵

　
D

eadline　
for　

the　
subm

ission　
of　

proposals　
5:00

　
　

　
pm

　
1　

M
ay，

2009
　

　
⑶

　
Contact　

inform
ation

　
　

　
　

W
elfare　

D
ivision　

for　
the　

D
isabled，

A
kita　

　
　

　
Prefecture　

D
epartm

ent　
of　

H
ealth　

&
　

W
elfare

　
　

　
4-1-1　

sanno，
A

kita　
City，

A
kita　

Prefecture　
Japan，

　
　

　
010-8570，

T
el　

018-860-1335
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特
定
非
営
利
活
動
法
人
横
手
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
倶
楽
部

三　

代
表
者
の
氏
名

　
　

福　

田　
　
　

誠

四　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

横
手
市

五　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

　
　

こ
の
法
人
は
、
地
域
の
子
ど
も
た
ち
及
び
一
般
市
民
に
対
し
て
、
自
発

的
に
ス
ポ
ー
ツ
を
楽
し
み
健
全
な
心
身
の
育
成
に
関
す
る
事
業
を
行
う
と

と
も
に
、
環
境
の
整
備
に
よ
っ
て
ス
ポ
ー
ツ
に
親
し
む
ま
ち
づ
く
り
を
目

指
し
、
子
ど
も
た
ち
の
健
全
育
成
と
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
に
寄
与
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
大
館
市
土
地
改
良
区
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
新
た
な
土
地

改
良
事
業
（
維
持
管
理
事
業
）
の
施
行
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
一
年
三
月
九

日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

　

平
成
二
十
一
年
三
月
二
日
県
営
土
地
改
良
事
業
（
新
波
地
区
全
工
区
ほ
場

整
備
事
業
）
の
換
地
処
分
を
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
十
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

　

平
成
二
十
一
年
三
月
十
日
（
第
二
千
六
十
一
号
）
掲
載
の
秋
田
県
訓
令
第

一
号
（
秋
田
県
労
働
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
）

　

（
原
稿
誤
り
）

　
　

一　
　

中　
　
　
　

十　
　
　

」
を　
　
　
　
　
　

」
を
、

　
　

〃　
　

〃　
　
　
　

十
四　
　

た
だ
し
書
き　
　
　

た
だ
し
書

　

平
成
二
十
一
年
三
月
十
日
（
第
二
千
六
十
一
号
）
掲
載
の
秋
田
県
告
示
第

九
十
七
号
（
家
畜
伝
染
病
を
予
防
す
る
た
め
の
検
査
の
実
施
）

　

（
原
稿
誤
り
）

一
ペ
ー
ジ
の
表
中

は
、

の
誤
り
。

発
行
者　

秋　
　
　

  

田　
　
　

  

県

　
　
　
　
　

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金　

一
月
三
千
六
百
七
十
五
円
（
税
込
）

　
　
　
　
　
　

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印　

刷　

所　

株
式
会
社　

松　

原　

印　

刷　

社

　
　
　
　
　
　

電
話

（862）
八
七
六
六　

Ｆ
Ａ
Ｘ

（863）
〇
〇
〇
五

　
　
　
　
　
　

E-m
ail:m

atsubara@
m

atsubarainsatsu.co.jp

印　

刷　

者　

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松　
　

原　
　

繁　
　

雄

 

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

　
　
　
　
　
正　
　
　
　
　
　
誤

区　
　

分

区　
　

域

家
畜
又
は
そ
の
死
体
の
種

類
及
び
範
囲

ヨ
ー
ネ
病
の
検

査

㈠　

由
利
本
荘
市
（
旧

矢
島
町
、
旧
大
内
町
、

旧
西
目
町
、
旧
鳥
海
町

の
区
域
に
限
る
。
）
大

仙
市
（
旧
中
仙
町
、

旧
太
田
町
の
区
域
に
限

る
。
）
美
郷
町

　

実
施
す
る
区
域
で
繁
殖

の
用
に
供
し
、
又
は
供

す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い

る
肉
用
雌
牛
（
生
後
十
二

箇
月
未
満
の
も
の
を
除

く
。
）

㈡　

県
内
全
域

　

実
施
す
る
区
域
を
所
管

す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
長

が
発
生
の
予
防
の
た
め
に

必
要
と
認
め
た
牛

区　
　

分

区　
　

域

家
畜
又
は
そ
の
死
体
の
種

類
及
び
範
囲

ヨ
ー
ネ
病
の
検

査

㈠　

由
利
本
荘
市
（
旧

矢
島
町
、
旧
大
内
町
、

旧
西
目
町
、
旧
鳥
海
町

の
区
域
に
限
る
。
）
大

仙
市
（
旧
中
仙
町
、

旧
太
田
町
の
区
域
に
限

る
。
）
美
郷
町

　

実
施
す
る
区
域
で
繁
殖

の
用
に
供
し
、
又
は
供

す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い

る
肉
用
雌
牛
（
生
後
十
二

箇
月
未
満
の
も
の
を
除

く
。
）

㈡　

鹿
角
市　

大
仙
市

　

仙
北
市　

小
坂
町

　

実
施
す
る
区
域
で
搾
乳

の
用
に
供
し
、
又
は
供

す
る
目
的
で
飼
育
し
て
い

る
乳
用
雌
牛
（
生
後
十
二

箇
月
未
満
の
も
の
を
除

く
。
）

㈢　

県
内
全
域

　

実
施
す
る
区
域
を
所
管

す
る
家
畜
保
健
衛
生
所
長

が
発
生
の
予
防
の
た
め
に

必
要
と
認
め
た
牛


